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2014年 4月 21日発行 

 
訪問介護と通所介護の保険給付継続の重要性を引き続き訴える 

 
介護保険法改正案の国会審議が開始。国会質疑の場で議員に政府見解の追及を求める。 

社会福祉評議会は 4月 8日および 10日、衆議院・厚生労

働委員の柚木議員（民主）ほか 5人に対して要請行動を実

施した。実際に面談した議員からは、要支援者に対する訪

問・通所介護を外すことは単なる給付削減からでありおか

しい、専門的な支援が必要だからこそ「要支援」があると

の認識を持っている、といった意見をいただき、要請への

深い理解をえられた。 

 今回の要請行動は 2月 21日に実施した衆・参厚生労働委

員に対する要請行動に引き続くものであり、国会の場で法

案改正に対する政府の見解をしっかりと追及してもらうこ

とを要請する目的として実施した。 

 
大西衆議院議員に、このままの法案改正でいいのか、その影響や 

懸念を伝える佐保介護部会部会長と森介護部会副部会長。 

 
衆議院厚生労働委員会の理事を務める山井議員

へ要請書を渡す西村社福評事務局長（上写真）。 

訪問先議員 

柚木道義 民主 

中根康浩 民主 

長妻昭 民主 

山井和則 民主 

阿部知子 無所属 

大西健介 民主 
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要支援者に対する訪問・通所介護サービスが保険

給付から市町村事業へ移行した場合の懸念 

１．そもそも保険原理に反しており、保険に基づ

く介護予防サービスを受けられる被保険者の権

利が侵害され、保険制度の信頼が損なわれる 

２．NPO やボランティアでは対応困難な要支援者

に対して十分な支援を提供することができなく

なる 

３．全国一律の基準が各自治体裁量となれば、サ

ービス水準の低下や地域間格差の拡大、報酬安価

による労働者の処遇低下につながる 



○市町村事業となれば、各自治体の予算状況によりサービスの費用抑制が起き、

サービスの量・質に格差が出てくるのではないか？ 

 

○予防給付といえども、訪問介護・通所介護のサービスには命に係わる内容も 

多く、歩行介助ひとつとっても入浴・排せつ・認知症への対応があり専門性が

必要。サービスの専門性が担保されなくなってしまうのでは？ボランティアに

よる活用がいわれているが、何かあったときの責任は大丈夫か？ 

  

○権利として使う「保険」を使えない、介護保険料を納めることに対する不安

がますますでてくるのではないの？ 

 

○すでに介護認定の変更申請が起きているように、介護認定変更のかけこみが

おこるのでは？ 

 

○利用者が今後も今と同じ支援を受けられなくなると思い、重度への介護認定

変更を求め、自立するインセンティブが減ってしまうのではないか？ 

 

○経済的に余裕のある人とない人で受けられるサービスの程度に格差が出てく

るのではないか？ 

 

○今でさえ介護保険制度は非常に複雑であり、担当職員は慣れない現状がある。

ただでさえ職員不足の中、見切り発車となれば職員の精神的負担が大きくな

り、病む人が出てきてしまうのではないか？ 

 

○この改正によって、本当に人々のより良い老後の生活を支えることができる

のか？ 

 

 

  

法
改
正
こ
れ
で
い
い
の
？ 

 

要支援者の自立した生活を支援してきた訪問介護と通所介護が保険給付か 

ら外され、市町村事業に移行されたら現場はどうなる？ 

 


